
1 

男鹿市告示第４１号 

 

男鹿市妊婦さん応援給付金支給事務実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年４月１日 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市妊婦さん応援給付事務実施要綱の一部を改正する告示 

 男鹿市妊婦さん応援給付事務実施要綱（令和７年男鹿市告示第６９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

給付金

区分 

支給対象者 

1回目給

付 

次の各号のいずれかに該当する者（他の自治体か

ら出産・子育て応援給付金の出産応援ギフト又は応

援給付金1回目給付を受給していない者に限る。） 

(1) 令和7年4月1日以後に妊娠の届出をした妊

婦 

(2) 妊娠の届出をせずに、令和7年4月1日以後に

出産、流産又は死産をした妊婦であった者 

(3) 令和7年4月1日以前に妊娠の届出をした妊

婦であって、考慮すべき特別な事情があると市

給付金

区分 

支給対象者 

1回目給

付 

次の各号のいずれかに該当する者（他の自治体か

ら出産・子育て応援給付金の出産応援ギフト又は応

援給付金1回目給付を受給していない者に限る。） 

(1) 令和7年4月1日以後に妊娠の届出をした妊

婦 

(2) 妊娠の届出をせずに、令和7年4月1日以後に

出産、流産又は死産をした妊婦であった者 

(3) 令和7年4月1日以前に妊娠の届出をした妊

婦であって、考慮すべき特別な事情があると市
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改正後 改正前 

長が認める事由を有し、出産応援ギフトの申請

を行っていない者 

2回目給

付 

次の各号のいずれかに該当する者（他の自治体か

ら応援給付金2回目給付を受給していない者に限

る。） 

(1) 令和7年4月1日以後に出産、流産又は死産を

した妊婦であった者 

(2) 令和7年4月1日以後に出産予定日の8週間前

の日を迎える妊婦 

あきた

出産・子

育て応

援給付

金 

次の各号のいずれかに該当する者（秋田県内の他

自治体からあきた出産・子育て応援給付金を受給し

ていない者に限る。）ただし、令和7年度中に該当

した者に限る。 

(1) 令和7年4月1日以後に出産、流産又は死産を

した妊婦であった者 

(2) 令和7年4月1日以後に出産予定日の8週間前

の日を迎える妊婦 

 

 

 

 

 

 

 

長が認める事由を有し、出産応援ギフトの申請

を行っていない者 

2回目給

付 

次の各号のいずれかに該当する者（他の自治体か

ら応援給付金2回目給付を受給していない者に限

る。） 

(1) 令和7年4月1日以後に出産、流産又は死産を

した妊婦であった者 

(2) 令和7年4月1日以後に出産予定日の8週間前

の日を迎える妊婦 

あきた

出産・子

育て応

援給付

金 

次の各号のいずれかに該当する者（秋田県内の他

自治体からあきた出産・子育て応援給付金を受給し

ていない者に限る。） 

(1) 令和7年4月1日以後に出産、流産又は死産を

した妊婦であった者 

(2) 令和7年4月1日以後に出産予定日の8週間前

の日を迎える妊婦 
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改正後 改正前 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第５条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第３号（第６条関係） 様式第３号（第６条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する 


